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日常生活圏

住民が高齢になってもその地域で安心して暮らしつづけるためには、適
切な療養生活を担保する医療・介護・福祉・生活支援サービスの連携が
日常生活圏内において構築されていることが必要となるが、日常生活
圏を定める介護保険事業計画には医療に関する計画はなく、医療計画
には介護・福祉・生活支援、地域包括ケアシステムに関する計画はない

高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期ま

で続けることができるよう、地域の包括的な支援・サービス提供体制（地域包括ケアシステム）の構築を推進。

入院医療

医療提供側

住民側

入院機能を担う
医療機関

往診
訪問診療

外来医療、在宅医療

入院医療

かかりつけ医機能を担う医療機関
による日常的な診療

一般的な入院医療を
担う医療機関

日常生活圏における外来医療、在宅医療体制の構築

日常生活圏における入院医療
体制の構築

１

日常生活圏内で必要な医療を確
保することは難しいため、隣接す
る日常生活圏との連携が必要



安心して暮らし続ける事のできる日常生活圏を創るために
施設や医療機関の偏在対策が必要

日常生活圏内には必要とされる施設や医療機関が必ず存在するわけではないため、
必要な医療を確保するには隣接する日常生活圏との連携協働が必要となる
→ 新たな圏域の設定（地域医療圏）又は連携協働の仕組みの構築

診療所

介護予防・生活支援
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外
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介
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介
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介
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病院、診療所のない
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外来
入院

外来
入院

訪問診療
往診

隣接する日常生活圏の連携・協働が必要
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日常生活圏

診療所

日常生活圏を支える病院（地域型病院）に必要な入院機能；
後期高齢者が日常生活圏において安心して暮らしつづけるためには、
複合的医療ニーズを有する軽症～中等症の急性期患者に対して、入
院時から介護の重度化予防や廃用症候群への進展防止のためのリ
ハビリ、退院後の生活・療養支援の調整を行うなどの新たな急性期機
能に加え回復期機能も有する病院が身近な地域にあることが必要。

住まい

治し支える医療
を行う病院の
不足
ホーム厚生労働省 地域包括ケアシステムhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi 相澤が改変

治し支える医療を
担う地域型病院

地域型病院に必要な入院機能ー２
急性期治療後の回復期入院機能

地域型病院に必要な入院機能ー１
高齢患者等の急性期入院機能

外来機能；かかりつけ医機能
入院機能；急性期機能

回復期機能

地域型病院の担えない
急性期医療を担う

広域型病院

日常生活圏

身近な地域の設定；地域医療圏（隣接する日常生活圏にて構成）

３



傷病の治癒
安定で病院
での入院治療
が不要

急性期

回復期

慢性期

入院医療について入院医療について

入院医療ー１

入院医療の必要度が
低い場合は入院医療
から除外する

重症

中等症

軽症

を改変

今後急増すると
予想される高齢
者の中・軽症急性
期入院を担う

地域型病院と広域型病院の入院医療機能分担の考え方

地域型病院

地域型病院では担えない急性期入院を担う
診療報酬上；急性期充実体制加算算定、総合入院体制加算など
の施設基準を満たす病院？

広域型病院

個々の患者の
病期変化

急性期医療の役割分担

４



広域型病院；外来の役割

受診

地域型病院

広域型病院

診療所

かかりつけ
医機能あり

かかりつけ
医機能あり

診療所

かかりつけ
医機能なし

受診

往診・訪問診療

紹介

紹介

情報ネットワーク構築が必須

かかりつけ
医機能なし

受診

紹
介

紹
介

紹
介

紹
介

住まい

治し支える医療

治す医療

地域型病院；外来の役割

紹介外来重点
医療機関

外来機能としてかかりつけ
医機能を発揮する。
病診連携の中心とし
て医療の円滑な
流れを創る

地域型病院のうち在宅
医療機能を自ら発揮する
病院を

地域密着型病院
と称する

専門外来等を中心とする
紹介外来重点医療機関

として機能を発揮
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広域型病院；地域型病院では担えない医療を提供する
かかりつけ医機能は発揮しない。

地域型病院；身近な地域における一般的な医療を担う
かかりつけ医機能を発揮する。

病・病連携の構築→広域医療圏の設定又は地域医療圏連携
広域型病院と地域型病院間の役割分担と連携の構築

住まい

日常生活圏
地域医療圏

広域医療圏

病院チーム
（転院支援）
（退院支援）

病院チーム
（退院支援）

在宅チーム
（療養支援）

病院の役割分担と連携；病病連携を構
築する地域範囲；広域医療圏

概ね拡大日常圏

地域日常圏

広域型病院
治す医療

地域型病院
治し支える医療

診療所

いくつかの日常圏
からなる圏域

いくつかの
地域医療圏
からなる圏域

入退院患者
の流れ

重要となる役割分担

＊地域型病院機能と広域型病院機能を一つの病院でこなすことは無理がある

連携

６

（車での移動時間
30分程度）

（車での移動
時間60分程度）

生活障害が生じても住み
慣れた地域で自分らし い
暮らしを人生の最後まで
続けられる地域。



地域医療構想の見直し
１．病床機能のみの分化および連携から病院機能分化と連携へ
病床機能は入院機能であることから、読み替えれば入院機能を高
度急性期、急性期、回復期、慢性期に機能分化させるためのもの。
そのため各病床機能毎の必要量を地域構想区域毎に算定して病
床機能分化の目標とした。病床機能のみに限定したため、病院内
の病床の機能分化をすすめればこと足りたところ、個々の病院内で
の対応にとどまり、地域における病院間の機能分化を推進するまで
には至らなかった。病床ではなく病院の機能分化（一般病院の類型
化）と病院間連携を推進する視点で構想をすすめる。

一般病院

７＊まずは、地域型病院の役割を担う病院との協定締結と機能の充実強化が必要！



地
域
医
療
支
援
病
院

地域連携型病院
外来；かかりつけ医機能〇

紹介外来重点×
在宅；在宅医療×

在宅療養支援◎
入院；高度×

急性◎
地ケア◎
回リハ〇
療養×

広域型病院
外来；かかりつけ医機能×

紹介外来重点◎
在宅；在宅医療×

在宅療養支援×
入院；高度◎

急性◎
地ケア×
回リハ△
療養×

地域密着型病院
◎

×

広域専門型病院

外来；かかりつけ医機能×
紹介外来重点◎

在宅；在宅医療×
在宅療養支援×

入院；高度◎
急性◎
地ケア×
回リハ×
療養×

一般病床数400
床以上？
常勤医師100名
以上？

一般病床数
200床未満

４００床？

200床？

一
般
病
院

在宅療養支援〇

病床機能
報告

病床機能
報告

病床機能
報告

病床機能
報告

（一般病床数）

病院の
機能分化

地域専門型病院

外来；かかりつけ医機能○
紹介外来重点△

在宅；在宅医療○
在宅療養支援○

入院；高度×
急性〇
地ケア○
回リハ○
療養〇

一般病院の類型
化は、国民に分
かりやすい医療
提供体制を構築
するために必須
と考える。

特
定
機
能
病
院

従来の病院類型（医療法） 新たな病院類型（今後医療法で定める） ８

病床機能
報告



医療介護総合確保推進法に関する全国会議平成２６年７月２８日；医療介護総合確保推進法等について、全国会議資料より相澤が改変
http://www.mhlw.go.jp.//file//05-Shingikai-10801000-Isekyoku-Soumuka/0000052610_1.ｐｄｆ

B.広域型病院 e.地域型病院

特定病床 急性期一般病棟 地域一般病棟 地域包括ケア、回復期リハ 療養病棟

慢性期病院
d.地域型病院

c.地域型病院

b.地域型病院

病期
分類

A..広域型病院

a.地域型病院

診療
報酬

高度急性期病床 急性期病床 回復期病床 慢性期病床

病院類型の設定と病院類型
を踏まえた病院の配置

（病棟） （病棟） （病棟） （病棟）

地域医療構想の見直し；病院機能分化と連携の構築

新たな病院類型（地域型病院と広域型病院）の創設

新たな
病院機能
類型

新たな
病院機能
類型

病床
機能

病院
機能

病床機能
報告制度

地域型病院；人口概ね５万人当たり，２５０床程度を１カ所以上の病院に配置する
地域型病院の総病床数は２４００×２５０＝６０万床

広域型病院；人口概ね５０万人当たり、急性期病床１０００床程度を２カ所以上の病院に配置す
る。急性期総病床数は２４０×１０００＝２４万床となる
高度急性期病床を１病院当たり約４０床×４８０＝約１.９万床を配置する （相澤試案）

９

病院類型は医療法で定め。都道府県と病院が類型に応じた医療を提供する協定を結び、これを国が支援する



２．地域医療構想区域の見直し
一体の区域として病院及び診療所における入院に係る医療を提
供する体制の確保を図ることが相当であると認められる地域を地
域医療構想区域として設定するとされた。医療法施行規則（区域
の設定に関する基準）第三十条の二十九
このため、多くの都道府県が2次医療圏域を地域医療構想区域と
して設定したが、良質かつ適切な医療を効率的に提供できる体制
を構築する地域範囲は入院医療ばかりでなく、外来医療や在宅
医療、救急医療も含めて総合的にどうすべきかを考えなければな
らない。また、1985年に設定された医療圏の基本的考え方も社会
の発展や医療機関の地域偏在も考慮すると抜本的見直し又は医
療圏間の連携の構築が必要である。
高齢者が増加する中で、医療・介護・予防・住まい・生活支援サー
ビスを適切に提供できる地域での体制（地域包括ケア）を創る日
常生活の場（市町村が設定する日常生活圏）を医療提供体制を
構築するための基本的地域単位とすることが必要ではないか。
その基本的地域単位の医療を守るためには、どのような地域を
医療提供体制の単位とすることが望ましいかを考えるべきである

１０



日常生活圏域；市町村介護保険計画において、地理的条件、
人口、交通事情 などを勘案して定める区域のこと。国では概
ね30分以内に必要なサービスが提供される区域としている。
市町村介護保険事業計画(介護保険法第117条)で設定が
義務付けされている 大凡７２６８（包括ケアセンターとブランチ数）

日常生活圏

地域医療圏

広域医療圏
10程度の地域医療圏からなる
車での移動時間60分程度の地域
が基本

医療介護生活支援の
総合確保を図る圏域
1～10程度の日常生活圏からなる
車での移動時間30分程度の地域
が基本

（医療法）

小さな圏域からの積み上げ方式

小さな圏域からの積み上げ方式

広域連携医療圏

新たな圏域の考え方

医
療
計
画

介
護
保
険
事
業
計
画

一部相澤改変

医療提供体制を構築
するための基礎圏域

（地域日常圏）

（拡大日常圏） 広範な地域

身近な地域

現在の医療圏の考え方

１１



病院の地域ごとのばらつきの補正が必要；病院が存在する場所を変えることは困難
ー医療圏の広さを調整して病院のばらつきを補正する事が必要ー

広域医療圏

日常生活圏

診療所

地域型病院広域型病院地域医療圏
１２



参考資料



令和６年度の同時改定に向けた意見交換会（第１回）意見交換、資料ー２、R５．３．１５

日本社会の確実な未来

医療ニーズ減少

医療ニーズ増加
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人口構造の変化が入院医療に及ぼす影響



７５歳以上高齢者の増加に伴う医療の変化
７５歳以上の高齢者が増えることにより、多くの疾患と愁

訴（老年症候群）を抱えた要支援・要介護の高齢者を対象

とする内科系の医療需要が急激に増加する。今後増加す

る内科系の高齢患者は、診療報酬で余り手当てがされて

いない割に大変手の掛かる難しい存在であると従来の医

療提供体制の下では見なされている。これらの患者では、

傷病のみに着目して治療目標を定めるのではなく、患者の

病態や生活などを総合的に考慮した目標を設定して対処

することが必要であり、生産年齢層を対象とした従来型の

急性期医療提供体制では解決が図れなくなっている。これ

からの人口構造の変化に応じた適切な体制の構築が求

められる。



入院時
医学的治療方針決定

方針の決定

総合的評価と調整

退院支援

在宅医療チーム

医師、ケアマネ、訪問看護師、
訪問セラピスト、介護福祉士、
歯科医師、歯科衛生士、
ホームヘルパー等

療養方針の決定

ADL評価
看護・介護の問題

看護師

服楽コンプライアンス評価
服薬指導

薬剤師

栄養指導管理栄養士

リハビリPT,OT,ST,

在宅ケアの手配MSW

生活の支援介護福祉士

医師

退院時

複合的ニーズを有する高齢者の入院医療ではチームアプローチが重要

多職種協働

（総合的診療が行える医師）

歯科医師
（総合的歯科診療）

歯科衛生士 口腔ケア
在宅

入院医療チーム

多職種協働

高齢者の入院医療



患者

ＭＳＷ

医師

看護師

薬剤師

管理

栄養士

リハビ

リ

患者

ケア

マネ

訪問

リハ

調剤薬

局

薬剤師
ホーム

ヘル

パー

訪問

看護師

医師

退院

入院

入院医療チーム 在宅医療チーム

医療の目標
生活支援の目標

医療の目標
生活支援の目標

在宅療養に係わる
在宅医療チーム

地域型病院の
入院医療チーム

情報の共有

情報の共有

信頼
協働

両チーム共通の価値基準・判断基準が必要

介護
福祉士

専門職連携 2019年3月の
一般診療所の
施設数は
10万１８８０施設

訪問看護
ステーション
10481

診療所
101880？
在宅療養支援
病院
１５４６

居宅介護支援事業所
42988

訪問介護事業所
36564

総合的な診療を行う医師

歯科
衛生士

歯科
医師

歯科
衛生士

歯科
医師 病院総合医

地域型病院；入院医療から在宅療養への円滑な移行を推進する

患者の円滑・適切な引き継ぎ

かかりつけ医



在宅医療；地域密着型病院が積極的役割を担う

地域医療圏において在宅医療体制
を構築する

；相澤が一部改変

自ら２４時間対応の在宅医療を提供する
在宅医療を行う他医療機関の支援
在宅療養患者の入院受入
多職種連携による在宅医療の実践

地域密着型病院



かかりつけ医機能報告制度と外来医療機能報告制度

外来の役割分担

地域型病院等 広域型病院

病診・病病連携

病院、診療所又は助産所において医療を受ける者が身近な地域に
おける日常的な診療、疾病の予防のための措置その他の医療の提
供を行う機能を「かかりつけ医機能」という。

＊かかりつけ医機能を担う医療機関

＊紹介受診重点医療機関
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